
特に重要なお知らせ（契約概要）

(1) 商品の仕組み
① 商品の名称�
ホームぴたっとＥは住宅安心総合保険の建物契約、ホームぴたっとＳは限定補償特約付住宅
安心総合保険の建物契約、ホームぴたっと家財プランは住宅安心総合保険の家財のみの契約の
愛称です。�
② 商品の仕組み�
この保険は火災、風災、水災、盗難、破損・汚損などのさまざまな偶然の事故により、建物・
家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いいたします。また、地震保険をご契約された場合
には、地震等により建物・家財が損害を受けたときに保険金をお支払いいたします。�

(2) 担保内容
詳しくは｢その他ご注意いただきたいこと　４補償内容の詳細（Ｐ5）」または普通保険約款・
特約条項の「保険金を支払う場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
 ① 事故の種類（損害保険金をお支払いする場合）�

次の事故により建物・家財が損害を受けた場合に損害保険金をお支払いします。主なものは
次のとおりです。            （○：保険金をお支払いします。×：保険金をお支払いしません。）�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（注）ホームぴたっと家財プランまたは家財追加担保特約を付帯する場合に補償します。�

②主な費用保険金�
上記の損害保険金とは別に、事故の形態によっては被災時のさまざまな費用をカバーする費
用保険金をお支払いします。主なものは次のとおりです。�
＜費用保険金＞　　　　　　　　（○：保険金をお支払いします。×：保険金をお支払いしません。）�

（注）ホームぴたっと家財プランまたは家財追加担保特約を付帯する場合に補償します。�
＜加入プラン別の費用保険金＞�
申込書および保険証券記載のご加入プランに応じて次の費用保険金をお支払いします。�
建替費用保険金・取りこわし費用保険金、構内構築物修復費用保険金（一戸建てのみ）、共用部
分修理費用保険金（マンション戸室のみ）、緊急時仮住い費用保険金、防犯対策費用保険金、バ
リアフリー改造費用保険金�
※特約の付帯により上記以外の費用保険金が支払われる場合があります。�
★③ 主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)�

主なものは次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」
の項目に記載されておりますので、ご参照ください。�
○地震・噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」といいます）を原因とする損壊・埋没・
流失による損害だけでなく、地震等による火災（延焼・拡大を含みます）損害や火元の発生原
因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害についても保険金をお支払いできません。�
居住用建物および家財を対象とする火災保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあ
わせてご契約いただくことになっています。地震保険の契約を希望されない場合には、申込
書の「地震保険ご確認欄」に署名または捺印をお願いいたします。建物と家財を保険の目的
とする場合で、建物または家財いずれかのみ地震保険にご加入のときも、署名または捺印を
お願いいたします。�
※ 地震保険の詳細については「４ 地震保険の概要（Ｐ２）」をご参照ください。�

○上記のほか、次のような場合にも保険金をお支払いできません。（特約の付帯により下記と異
なる場合がございますのでご注意ください。）�
・１個または１組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、美術品など、または稿本（本などの
原稿）、設計書、図案、証書、帳簿など（「明記物件」といいます。）につき申込書に明記
しなかったものに生じた損害（ただし、1個または1組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、
美術品などについて、ご契約時に故意または重大な過失なく明記し忘れていた場合には、１
個または１組あたり30万円を限度に保険金をお支払いします。）�
・火災などの事故の際の紛失・盗難の損害�
・風災・ひょう災・雪災の場合で損害額が保険証券記載の免責金額以下のとき　（風災等支払
方法変更特約（フランチャイズ型）を付帯した場合は、風災・ひょう災・雪災の場合で損害
額が20万円に満たないとき）　　�
・水災の場合で損害額が再調達価額の30％未満で、かつ建物が床上浸水または地盤面より
45cmを超える浸水に至らなかったとき�
・破損・汚損などの事故の場合で損害額が3,000円以下のとき、または自然消耗、変色、かび
などや電気的・機械的事故による損害�
・保険証券記載の建物外に持ち出された家財（持ち出し家財）や屋外にある間の家財の損害�

(3) セットできる主な特約およびその概要（別途保険料をお支払いいただくことによりセットされる特約）
主なものは次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約条項でご確認ください。�

　ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約さ
れる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
　本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普
通保険約款・特約条項をご参照ください。また、ご不明な点については、代理店または弊社まで
お問い合わせください。

１ 商品の仕組みおよび引受条件等

保険の目的�
事故の種類�
①火災�
②落雷�
③破裂・爆発�
④建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊�
⑤給排水設備・他人の戸室で生じた事故による水濡れ�
⑥騒じょう・労働争議による暴力・破壊行為�
⑦風災・ひょう災・雪災�
⑧水災�
⑨盗難による盗取、き損、汚損�
⑩①～⑨以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)

ホームぴたっとＥ�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

建物�
ホームぴたっとＳ�

○�
○�
○�
×�
×�
×�
○�
○�
×�
×�

家財�
（注）�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�
○�

保険の目的�
費用保険金の種類　　　 �
水道管修理費用保険金�
災害時諸費用保険金�

ホームぴたっとＥ�
○�
○�

建物�
ホームぴたっとＳ�

×�
○�

家財�
（注）�
×�
○�

保険の目的�
費用保険金の種類�
地震火災費用保険金�
錠前交換費用保険金�
特別費用保険金�
損害防止費用�

ホームぴたっとＥ�
○�
○�
○�
○�

建物�
ホームぴたっとＳ�

○�
×�
○�
○�

家財�
（注）�
○�
×�
×�
○�

特約の種類�
個人賠償責任
担保特約�

借家人賠償責
任担保特約�

特約の内容�
日本国内で、ご本人またはご家族が日常生活において他人にケガをさせたり、他人
の物に損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。�
賃貸住宅にお住まいの方が、万一、火災、破裂・爆発または給排水設備の事故を起
こして借用戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合に
保険金をお支払いします。�

―１―

ご契約の内容は適用される普通保険約款・特約条項によって定まります。ご契約のお申込みに際しては、適用される普通保険約款・特約条項をご承認いただくこととなります。　
詳しくお知りになりたい場合は、普通保険約款・特約条項をお渡ししますので、お申し出ください。詳細につきましては代理店または弊社にご照会ください。

重要事項
説明書�

ご契約前に必ずお読みください

『ホームぴたっと』（住宅安心総合保険）をご契約いただくお客さまへ

○重要事項説明書の記載の中で、「契約概要」「注意喚起情報」には、このご契約の締結にあたり「特に重要なお知らせ」が記載されておりますので、ご契約いただく前に必ずお読みください。
○「主な免責事由（保険金をお支払いできない場合）」（１、２、３ページ）など、お客さまにとって特に不利益になる事項につきましては、ご契約いただく前に必ずご確認ください。
　※お客さまにとって特に不利益となる事項の記載箇所には★印を付けております。

※ご契約者以外にこの保険の対象となる方がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えください。
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(4) 保険期間（保険のご契約期間）
この保険の保険期間（保険のご契約期間）は１年間です。また、１年超の長期契約や１年未
満の短期契約も可能です。詳しくは代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際
にご契約いただくお客さまの保険期間につきましては、申込書にてご確認ください。�

(5) 引受条件（保険金額等）
ご契約いただく保険金額（保険のご契約金額）の設定につきましては、次の点にご注意くだ
さい。詳しくは代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお
客さまの保険金額につきましては、申込書にてご確認ください。�
① ホームぴたっとでは、建物の保険金額（ご契約金額）は、再調達価額での評価額に約定付保
割合（100％）を乗じた額とし、損害保険金は保険金額を限度に再調達価額基準でお支払いし
ます。これにより事故の際も損害保険金だけで建物を再築することが可能ですが、物価や建築
費水準がご契約時から上昇した場合、損害保険金だけで再築ができないことがあります。�
保険期間が５年を超えるご契約で、建築費または物価の変動に伴い建物の価額が上昇または
下落し、建物の保険金額を調整する必要が生じた場合は、弊社よりご案内します。これにより
建物の保険金額が増額となる場合で、ご請求した保険料をお支払いいただけないときは、全焼
などの際に十分な補償が得られなくなるほか、損害保険金を減額してお支払いすることがあり
ます。また、建物の保険金額が減額となる場合は、保険料をご返還します。�
② 建物のみのご契約では、家財の損害は補償されません。建物とは別に家財の保険金額をお決
めになり、家財追加担保特約をご契約ください。家財の保険金額は再調達価額を基準に設定く
ださい。ただし、再調達価額未満で保険金額を設定いただいた場合も、保険金額を限度に再調
達価額基準で損害額をお支払いします。（１個または１組の価額が30万円を超える宝石、貴金
属、美術品など、または稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿などの明記物件に
ついては時価見積額を基準に保険金額を設定いただき、損害保険金は時価額基準でお支払いし
ます。）�
保険期間が５年を超えるご契約で、家財追加担保特約をご契約の場合は、家族構成または物
価の変動に応じた標準的な家財の価額をご案内します。家財の保険金額の見直しを希望される
ときは、代理店または弊社にご連絡ください。�
�
�

保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・構造などにより決定されます。詳しくは代理店
または弊社までお問い合わせください。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきまし
ては、申込書にてご確認ください。�
なお、保険期間の中途で料率改定が行われた場合も保険料の変更（返還・請求）は行いません。�
�
�
保険料払込方法は、一時払（長期一括払を含みます。）または分割払・長期年払からお選びくだ
さい。払込手段は、現金で払い込みいただく方式または口座振替方式・クレジットカード払方式か
らお選びいただけます。�
(注1)分割払の場合、所定の割増をいただきます。�
(注2)口座振替方式にてお支払いいただく場合、その払込期日は金融機関の所定の振替日となります。�
（通常毎月26日。26日が休日の場合は翌営業日となります。また、一部金融機関によっては振
替日が異なりますので、ご契約の際に必ずご確認ください。）�

(注3)このほか、お勤め先または団体などと弊社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合  
　は団体扱・集団扱のご契約も可能です。�

※詳しくは代理店または弊社までお問い合わせください。�
�
�

(1) 商品の仕組み
地震保険は火災保険にセットしてご契約いただく必要があります。地震保険を単独で契約する
ことはできません。セットで契約する火災保険が保険期間の中途で終了したときは地震保険も同
時に終了します。また、火災保険の保険期間の途中から地震保険を追加することができます。�
(2) 担保内容
① 地震・噴火またはこれらによる津波（以下、「地震等」といいます。）を原因とする火災、
損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。�

�
�
�
�
�
上記の損害に至らない場合は、保険金は支払われません。�
「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害査定指針」に従います。詳しくは代理
店または弊社までお問い合わせください。�
② １回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が５兆円を超える場合、お支払いす
る保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。（平成19年1月現在）�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５兆円�お支払いする保険金　＝　全損、半損、一部損の算出保険金　×　――――――――�

                    　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  算出保険金総額�
★(3) 主な免責事由（保険金をお支払いできない場合）等�
① 次のものは保険の目的には含まれません。これらのものを火災保険の保険の目的に含めてい
る場合であっても、地震保険では対象となりません。�
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車�
・１個または１組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、美術品など�
・稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿など�

② 建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日から10日を経過した後に生
じた損害や、保険の目的の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。�

(4) セットで契約する火災保険の保険期間（ご契約期間）が１年を超える長期契約の場合�
地震保険を１年または５年ずつ自動的に継続する方式や、最高５年までの長期契約により、セ
ットで契約する火災保険の保険期間とあわせてご契約いただきます。�
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意�
・保険期間の満了する３カ月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり自動的に継続されます。�
・継続されるご契約の保険料は、所定の払込期日までにお支払いください。お支払いのない
場合には、保険料お支払い前の損害には保険金をお支払いできません。�

(5) 引受条件（ご契約金額等）�
①  地震保険の保険の目的は、「居住用建物」および「家財」となります。�
② 建物、家財ごとに、セットで契約する火災保険の保険金額の30％～50％の範囲でお決めくださ
い。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。また、既に他の地震保険契約が
あって追加契約をするときは、限度額から他の地震保険金額の合計額を差し引いた残額が追加
契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとに限度額
が適用されます。保険料は、保険金額のほかに保険期間（保険のご契約期間）、建物の所在地・
構造により異なります。また、建物の耐震性能に応じた建築年割引および耐震等級割引制度が
あります。（割引の適用に際しては、所定の確認資料のご提出が必要となります。）�
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災
対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の
増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。�

�

この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。�
�

ご契約を解約される場合は、代理店または弊社にご連絡ください。なお、解約に際しては、解約
時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支
払いする場合があります。詳しくは代理店または弊社までお問い合わせください。�

保険会社等の相談・苦情・連絡窓口�
○弊社への相談・苦情・お問合せは、弊社カスタマーセンターにご連絡ください。�
　＜ご契約内容相談窓口＞�
　　フリーダイヤル　０１２０－９５－００５５�
　　　受付時間：平日9：00～17：00（土・日曜日、祝日および12/31～1/3は休業とさせていただきます。）�
　　　携帯電話・ＰＨＳからもご利用できます。　�
○保険会社との間で問題を解決できない場合には、（社）日本損害保険協会の「そんがいほけん
相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。�
　　フリーダイヤル　０１２０－１０７－８０８�
　　　受付時間：平日9：00～18：00�
　　　携帯電話・自動車電話・ＰＨＳ・衛星電話からは０３－３２５５－１３０６をご利用ください。�
○事故が起こった場合には、ご契約の代理店または弊社へご連絡ください。�
　＜事故受付窓口＞�
　　フリーダイヤル　０１２０－２５－４９５６�
　　　365日24時間受付しています。携帯電話・ＰＨＳからもご利用できます。�

損害の程度�
全損のとき�
半損のとき�
一部損のとき�

お支払いする保険金�
地震保険金額の100％（時価が限度）�
地震保険金額の50％（時価の50％が限度）�
地震保険金額の5％（時価の5％が限度）�

シキューコール�

５ 満期返れい金・契約者配当金

６ 解約返れい金の有無

★�

特約の種類�
交通傷害担保
特約�

類焼損害等担
保特約��
被害事故費用
担保特約�
�ｽﾄｰｶｰ対策費
用担保特約�

２ 保険料

４ 地震保険の概要

３ 保険料の払込方法

特約の内容�
日本国内または国外で、ご本人またはご家族が交通事故などによりケガをされた場合に保険金
をお支払いします。�
ご自宅の火災、破裂・爆発により隣りの住宅・戸室やその収容家財に損害が生じた場合に類
焼損害保険金を、隣りの住人などが死亡、入院・通院された場合に類焼傷害見舞費用保険
金をお支払いします。�
日本国内で発生した事故によりご本人またはご家族がケガをしたり物が壊れたりし、弁護士に
被害に関する法律相談を行った場合の費用に対して、保険金をお支払いします。�
日本国内で、ご本人またはご家族がストーカー行為などを受け、弁護士に相談を行った場合の
費用やストーカー対策のために防犯設備の設置をした場合の費用に対して、保険金をお支払
いします。�
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特に重要なお知らせ（注意喚起情報）

① 保険期間が１年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約
のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。�
・クーリングオフは、ご契約を申込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から
８日以内（消印有効）であれば行うことができます。�
・クーリングオフの手続きは、取扱代理店では受け付けることができませんので、以下の内容を
記載の上、弊社の下記クーリングオフ担当窓口宛に必ず郵便にてご連絡ください。（大変申し
訳ありませんが切手を貼付してください。）�
①ご契約をクーリングオフする旨の文言　②ご契約を申し込まれた方の住所、氏名（捺印）、電話番号�
③ご契約を申し込まれた年月日　　　　　�
④ご契約を申し込まれた保険の保険種類、証券番号または保険料領収証番号�
⑤ご契約を申し込まれた代理店名／仲立人名�
《送付先》�
〒530‐8555�
大阪市北区西天満４－１５－１０�
�
ニッセイ同和損害保険株式会社�
契約管理部　クーリングオフ担当  行�

�
�
�
・クーリングオフされた場合には、すでにお払い込みになった保険料は、お返しいたします。た
だし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当す
る保険料を日割りでお支払いいただく場合がございます。また、弊社はクーリングオフによる
損害賠償または違約金は一切請求いたしません。�
・すでに保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフさ
れる場合は、そのクーリングオフの効力は生じないものとします。�
② 次のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。�
・ 保険期間が１年以下のご契約�
・ 自動継続特約により自動継続となったご契約�
・ 営業または事業のためのご契約�
・ 法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約�
・ 質権が設定されているご契約�
・ 保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約�
・ 金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約�
・ 通信販売特約によるご契約�
・ 法令により加入が義務付けられているご契約　など�

�★�
(1) 契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)�
① ご契約者には、ご契約時に弊社に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。
申込書の項目名に＊印の付された欄（注）の記載事項が事実と違っている場合には、ご契約が解
除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。�
  （注）「他の保険契約」欄に記載する他の保険契約には共済契約を含みます。�
② ご契約時に次のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無効となります。�
・他人のために保険契約をする場合、ご契約者がその旨を申込書に明記しなかったとき�
・ご契約者または被保険者（保険の補償を受けられる方）が保険の目的（保険をつけた建物または家
財）がすでに火災などの損害を受けていることや、その原因が発生していたことを知っていたとき�

(2) 契約締結後における留意事項�
ご契約後に次の変更などが生じる場合には、必ず事前に代理店または弊社にご通知ください。
ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。�
・ 建物などを売却・譲渡などにより名義変更するとき�
・ 建物の構造または用途を変更するとき�
・ 家財を引越しなどにより他の場所に移転するとき�

・建物の買い替えまたは建替えをするとき�
・建物の増築・改築・一部取り壊し、またはこの保険契約で補償しない事故による保険の目的の
一部滅失により、保険の目的の価額が増加または減少したとき�
・住宅用防災機器割引を適用している物件について、住宅用防災機器割引の対象でなくなったとき��
・ご契約者の住所または通知先を変更されるとき�
・事故が発生したとき（発生後直ちにご連絡ください。）�
・（地震保険）地震保険の対象でなくなったとき�
・（地震保険）保険の目的を同一とする他の保険契約を締結するとき　など�
�★�
保険責任は、保険期間（保険のご契約期間）の初日の午後４時（申込書または付帯される特約条
項にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻）に始まります。保険料は、保険料払込
みに関する特約を付帯した場合を除いて、ご契約と同時に払い込みください。保険期間が始まった
後であっても、代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては保険金をお支払い
できません。�
★��
(1) 主な免責事由(保険金をお支払いできない場合)
主なものは次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約条項の「保険金を支払わない場合」
の項目に記載されておりますので、ご参照ください。�
・ご契約者・被保険者（保険の補償を受けられる方）の故意、重大な過失によって生じた損害�
・戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害�
・地震・噴火またはこれらによる津波（以下「地震等」といいます）を原因とする損壊・埋没・
流失による損害だけでなく、地震等による火災（延焼・拡大を含みます）損害や火元の発生
原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害　　など�

(2) 地震保険においてご注意いただきたいこと
居住用建物および家財を対象とする火災保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあわ
せてご契約いただくことになっています。地震保険の契約を希望されない場合には、申込書の「地
震保険ご確認欄」に署名または捺印をお願いいたします。�
１回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が５兆円を超える場合、お支払いする
保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。（平成19年1月現在）�
 5兆円�　　　　お支払いする保険金　＝　全損、半損、一部損の算出保険金　×　――――――――�
 算出保険金総額�
また、建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日から10日を経過した後
に生じた損害や、保険の目的の紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。�
�★�
保険料を口座振替方式によって払い込む場合の一時払（長期一括払を含みます。）の保険料、分
割払の場合の第2回目以降の分割保険料、長期年払の場合の第２年度以降の保険料は、払込期日ま
でに払込みください。払込期日までに保険料の払込みがない場合には、その払込期日後に生じた事
故による損害に対しては保険金をお支払いできなかったり、保険契約が解除されたりすることがあ
ります。�
分割払または団体扱・集団扱のご契約を解約される場合、解約手続きのタイミングなどや保険金
をお支払いする事故の発生によっては、所定の保険料を請求させていただくことがあります。�
�★�
ご契約後、保険契約を解約される場合には、代理店または弊社にお申し出ください。解約の条件
によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還、または未払い保険料をご請求させていただ
くことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合で払込まれた保険料の合計額よ
り少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳しくは代理店また
は弊社までお問い合わせください。�
なお、すでにお支払いいただいた保険料と所定の方法により計算した返還保険料の差が2,000円
に満たない場合には、既にお支払いいただいた保険料から2,000円を差し引いた金額を返還します。�
�★�
引受保険会社各社の経営が破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らし
て事業の継続が困難となり、法令に定める手続に基づき契約条件の変更が行われた場合には、保険
金の支払や解約返戻金等の支払が一定期間凍結されたり金額が削減される等、お客さまに支障が生
じることがあります。�

　ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項を「注
意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるよう
お願いします。
　本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普
通保険約款・特約条項をご参照ください。また、ご不明な点については、代理店または弊社まで
お問い合わせください。

２ 告知義務・通知義務等

３ 責任開始期

４ 主な免責事由等

５ 保険料の払込猶予期間等の取扱い

６ 解約と解約返れい金について

７ 損害保険会社の経営が破綻した場合の保険金等のお支払について

１ クーリングオフ(お申込みの撤回または解除)について

《ご記入例》�
下記の保険契約をクーリングオフします。�
申込人住所   ○○○○○○�
　　　氏名   ○○  ○○印　　電話00-0000-0000�
申込日：平成○年○月○日�
保険種類：○○○○保険�
証券番号または領収証番号：○○○○○○○○�
取扱代理店名／仲立人名：○○○○○�
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その他ご注意いただきたいこと
損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者
保護機構」があります。引受保険会社各社は損害保険契約者保護機構の会員であり、引受保険会社
各社が経営破綻に陥った場合には、損害保険契約者保護機構により、個人分野の保険を中心に保険
契約者保護の措置が図られることとなります。�
保険会社が破綻した場合の火災保険契約については、保険契約者が個人・小規模法人※１・マン

ション管理組合※２であるもの（これ以外のものであって、その被保険者である個人・小規模法人・
マンション管理組合がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険
者に係る部分を含みます）に限り補償対象となります。それ以外は補償の対象となりません。�
ただし、補償対象契約であっても全額が補償されるものではありません。火災保険契約で補償対
象となる場合の補償割合は、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は100％、それ以外
の保険金及び返戻金は80％です。ただし、破綻保険会社の財産状況により補償割合が80％を上回る
ことが可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付を受けることが出来ます。�
上記以外の火災保険契約については、損害保険契約者保護機構による保護はありません。破綻保
険会社の財産状態に応じて給付が行われます。�
�
※１ 小規模法人とは、破綻時に常時使用する従業員数・常時勤務する職員数が20人以下の次の法
人(法人でない社団・財団で代表者・管理人の定めがあるもの等を含みます)をいいます。�
① 日本法人�
② その日本における営業所又は事務所を通じて保険契約が締結されている場合の外国法人�

※２ ここでいうマンション管理組合とは、建物の区分所有等に関する法律第3条もしくは第65条に
規定する団体であって、主として住居としての用途に供するものの管理を行うためのものをい
います。�
�
<ご注意>�
家計地震保険につきましては、保険金支払及び解約返戻金ともに100％補償です。�
�
なお、詳細につきましては、弊社ホームページ（http://www.nissaydowa.co.jp/）をご覧頂くか、
弊社代理店または弊社社員にお問合せください。�
�
�
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口�
○弊社への相談・苦情・お問合せは、弊社カスタマーセンターにご連絡ください。�
　＜ご契約内容相談窓口＞�
　　フリーダイヤル　０１２０－９５－００５５�
　　　受付時間：平日9：00～17：00（土・日曜日、祝日および12/31～1/3は休業とさせていただきます。）�
　　　携帯電話・ＰＨＳからもご利用できます。�
�
○保険会社との間で問題を解決できない場合には、（社）日本損害保険協会の「そんがいほけ
ん相談室」にご相談いただくこともできます。また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいた
します。�
　　フリーダイヤル　０１２０－１０７－８０８�
　　　受付時間：平日9：00～18：00�
　　　携帯電話・自動車電話・ＰＨＳ・衛星電話からは０３－３２５５－１３０６をご利用ください。�
�
○事故が起こった場合には、ご契約の代理店または弊社へご連絡ください。�
　＜事故受付窓口＞�
　　フリーダイヤル　０１２０－２５－４９５６�
　　　365日24時間受付しています。携帯電話・ＰＨＳからもご利用できます。�

(１) 保険の目的（ご契約の対象）となるもの�
イ．住居専用の建物（専用住宅）または住居の一部を事業用に併用している建物（併用住宅）�
ロ．イに収容される家財�
（注１） 建物のご契約だけでは、家財の損害は補償されません。�
（注２） 建物をご契約いただく場合、門、へいもしくはかき、または物置、車庫、その他の

付属建物などの建物付属物は保険の目的（建物）に含まない旨のお申し出がない限
り保険の目的（建物）に含まれます。�

(２) 保険の目的（ご契約の対象）とならないもの�
イ．（併用住宅の場合）事業用の設備・什器等や商品・製品等�
ロ．家財を保険の目的とする場合、家財のうち下記のもの�
�
�
�

�
�
�
�

（注１）通貨・小切手など、預貯金証書は盗難時のみ、通貨・小切手などは20万円、預貯金証
書（口座から不正に現金が引き出されたとき）は200万円または家財の保険金額のい
ずれか低い額を限度として補償します。�

（注２）ご契約時に故意または重大な過失なく明記し忘れていた場合には、１個または１組あ
たり30万円を限度に保険金をお支払いします。�

�
�
保険証券がお手元に届きましたら、内容をご確認ください。ご契約内容に誤りがございましたら
直ちに代理店または弊社にご連絡ください。なお、質権を設定される場合には、特段のお申し出が
ない限りご契約者と質権者との間に保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質
権者に証券（本紙）を送付いたしますのでご了承ください。�
また、保険証券添付の地震保険料控除証明書は保険料控除を受ける際に必要となりますので、大
切に保管してください。�
�★�
(1) まず、ご連絡をお願いします。�
事故が発生した場合は、直ちに取扱代理店または弊社にご連絡ください。ご連絡が遅れますと、
保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがあります。�
類焼損害等担保特約をセットしてご契約いただいている場合、この特約によってお支払いする
保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない、類焼損害を被ったお隣りの住宅などを所
有する方々となります。したがいまして、ご契約者は、弊社に類焼損害の発生をご通知いただく
とともに類焼損害を受けたお隣りなどの方々にこの保険契約の内容をご通知ください。�
(2) 保険金請求について
保険金のご請求にあたっては、下記の書類のほか、弊社所定の書類を提出していただきますの
で、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。�
①消防署発行の罹災証明書（火災・爆発などの場合）②警察署発行の盗難届出証明書（盗難の場合）�
③傷害状況報告書・医師による診断書など（傷害の場合）�
(3) 賠償事故の際は、弊社にご連絡ください。�
① 個人賠償責任担保特約やその他の損害賠償責任を負担することによる損害を補償する特約を
セットしてご契約いただいている場合で、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする
ときは、必ず弊社にご連絡いただき承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対し
て損害賠償責任の全部または一部を承認されますと、保険金が支払われない場合があります。�
② 個人賠償責任担保特約、個人賠償責任担保特約包括契約に関する特約または借家人賠償責任担保
特約をセットでご契約いただいている場合には賠償事故解決特約が自動付帯されます。したがい
まして、国内で発生した損害賠償事故について被保険者（保険の補償を受けられる方）のお申し
出があり、かつ、被害者の同意が得られれば、弊社は、原則として被保険者（保険の補償を受け
られる方）のために示談交渉をお引き受けいたします（保険金をお支払いできない場合、損害賠
償額が明らかに支払限度額を超える場合、被害者の同意が得られない場合などを除きます。）。�
この場合、弊社の選任した弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。また、賠償事
故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を弊社へ直接請求することも
できます。�

(4) 保険金請求権について�
保険金請求権については時効（２年）がありますのでご注意ください。�

(5) 保険金をお支払いした後のご契約�
損害保険金のお支払額が１回の事故で保険金額の100％に相当したときは、ご契約は損害発生
時に終了します。なお、100％に達しない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減
額されずご契約は満期日まで有効です。�

１ 保険の目的（ご契約の対象）について

２ ご契約後にご注意いただきたいこと

３ 万一、事故が起こった場合は

シキューコール�

自動車・自動二輪車など（原動機付自転車は保険の目的
に含まれます。）�
通貨・預貯金証書・有価証券・印紙・切手など（注１）�
１個または１組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、
美術品など（注２）�
稿本（本などの原稿）、設計書、図案、証書、帳簿など�

�
保険の目的となりません。�
�
申込書に明記した場合に限り保
険の目的となります。�
（「明記物件」といいます。）�

―４―



(１) 損害保険金　下記の事故により、建物または家財に生じた損害に対し、再調達価額を基準に損害保険金をお支払いします。�
　下記の「家財」はホームぴたっと家財プラン、またはホームぴたっとＥ・ホームぴたっとＳに付帯する家財追加担保特約をいいます。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（注１） 家財をご契約の場合、保険証券記載の建物に収容される家財が補償の対象となります。また、1個または１組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、美術品など、または稿本（本などの原稿）、設
計書、図案、証書、帳簿などの明記物件は申込書に明記いただいた場合のみ補償の対象となり、損害額は時価額基準によります。ただし、明記物件のうち1個または１組の価額が30万円を超える
宝石、貴金属、美術品などは、ご契約時に故意または重大な過失なく明記し忘れていた場合には、１個または１組あたり30万円を限度に保険金をお支払いします。�

（注２） 「⑦風災・ひょう災・雪災」による損害は、保険証券記載の免責金額を差し引いてお支払いします。また、「風災等支払方法変更特約（フランチャイズ型）」を付帯した場合は、損害額が20万円�
 　　　　 以上となった場合に補償の対象となります。（この場合、免責金額の適用はありません。）�
（注３） 「⑧水災」は建物または家財に再調達価額の30％以上の損害が生じたときか、建物や家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果損害が生じたとき補償されま�
　　　　  す。また、建物・家財のいずれかに「水災危険不担保特約」を付帯した場合、不担保特約を付帯した保険の目的について「⑧水災」による損害は補償の対象外となります。�
（注４） 通貨・小切手など、預貯金証書の盗難は、１事故につき１構内ごとに通貨・小切手などは20万円、預貯金証書は口座から不正に現金が引き出された場合、200万円または家財の保険金額のいずれか

低い額を限度として補償します。また、明記物件のうち、１個または１組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、美術品などで申込書に明記されたものは、１回の事故につき１個または１組ごと
に100万円を限度として補償します。�

（注５） 「⑩不測かつ突発的な事故」による損害は、免責金額3,000円を差し引いてお支払いします。なお、次のものに生じた損害については損害保険金をお支払いできません。�
～義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、携帯電話、携帯式電子事務機器、ラジコン模型、自転車および原動機付自転車、ヨット、モーターボート、ゴーカート、動物および植物など～�
また、建物・家財のいずれかに「破損・汚損損害等不担保特約」を付帯した場合、不担保特約を付帯した保険の目的について「⑩不測かつ突発的な事故」による損害は補償の対象外となります。�

(２) 費用保険金　上記の損害保険金のほか、下記の費用保険金をお支払いします。�

４ 補償内容の詳細　※詳しくは普通保険約款・特約条項をご参照ください。また、特約の付帯により下記と相違する場合がございますので、ご注意ください。

① 火災� ②落雷� ③破裂・爆発� ⑧水災（注３）�事故の種類

建物
 ホームぴたっとE�

 ホームぴたっとS�

家財（注１）�

④建物外部から
の物体の落下・
衝突など�

⑤給排水設備・
他人の戸室で生
じた事故による水
濡れ�

⑥騒じょう・労働
争議による暴力・
破壊行為�

⑦風災・ひょう
災・雪災（注２）�

⑨盗難による盗
取、き損、汚損
（注４）�

⑩①～⑨以外の
不測かつ突発的
な事故（破損・汚
損など）（注５）�

（30万円限度）�（ホームぴたっと家財プラン、または家財追加担保特約を付帯する場合に補償します。）�

保険の目的

上記①～⑩の損害保険金が支払われる場�
合で、建物に再調達価額の70％以上の損�
害が生じたとき�
<建替費用保険金>
実費（保険金額または再調達価額のいずれ�
か低い額－損害保険金を限度）�
<取りこわし費用保険金>
実費
（建替費用保険金�
×10％を限度）�

<構内構築物修復費用保険金> <共用部分修理費用保険金> <緊急時仮住い費用保険金> <防犯対策費用保険金> <バリアフリー改造費用保険金>
(一戸建のみ)
上記①～⑩の損害保険金が支払われる�
場合の庭木などの修復費用�
実費
（１事故１構内につき�
　10万円限度）�

(マンション戸室のみ)
上記①～⑩の事故によるベランダ�
などの修理費用�
実費
（１事故１構内につき�
　10万円限度）�

上記①～⑧、⑩の損害保険金が支�
払われる場合で、臨時の仮住いとし�
た宿泊施設の宿泊料など�
実費
（保険金額×10％�
または100万円の�
いずれか低い額�
かつ60日以内を限度）�

建物内で不法侵入を伴う犯罪�
行為が生じ、再発防止のために�
建物に防犯装置等を設置したとき�
実費

（契約年度ごとに�
20万円限度（＊））�

ケガの日から180日以内に後遺障害が生じ、�
要介護状態となり、建物をバリアフリー住宅�
に改造したとき�
実費
（保険期間中、�
保険金額×30％�
または500万円の�
いずれか低い額を限度）�

加入プラン別の費用保険金
（Ｐ6の表をご確認ください。申込書および保険証券記載のご加入プランに応じて費用保険金をお支払いします。（建物のみが対象となります。「家財」はホームぴたっと家財プランに別途特約を�
付帯した場合のみ防犯対策費用保険金が対象となります。）�

※ケガをした日から�
　910日以内に負担したものに限ります。�

※損害割合が一定以上の�
　場合に限ります�

※当該犯罪行為発生�
日から180日以内に負担�
したものに限ります。�

<地震火災費用保険金> <特別費用保険金><水道管修理費用保険金> <錠前交換費用保険金>

費用保険金

凍結により損壊した�
水道管の修理費用�
実費�
（1事故につき�
　10万円限度）�

地震による火災により�
建物が半焼以上または�
保険の目的である家財�
が全焼となったとき�
保険金額×5％�
（１事故１構内につき300万円限度）�

上記の損害保険金が支払�
われる場合で、建物が全�
損となったとき�
損害保険金×20％�
（１事故１構内につき�
　300万円限度）�

建物内収容の家財が盗難�
にあい、ドアの鍵が盗まれ、�
錠前を交換したとき�
実費�
（１事故１構内につき�
　10万円限度）�

<損害防止費用>

上記①～③の事故�
の際、損害の防止・�
軽減のために支出�
した費用�
実費

（「ホームぴたっとE」ではすべての費用保険金、「ホームぴたっとS」「家財」では次の表示がある費用保険金をお支払いします。�

20％�

家財S

<災害時諸費用保険金> （注）�

上記①～⑨の損害保険金�
（家財は①～⑦の損害�
保険金）をお支払いするとき�
損害保険金×30％
（１事故１構内につき保険証券�
記載の支払限度額を限度）�

家財S家財S

S
家財S

（注）「災害時諸費用保険金不担保特約」を付帯した場合、災害時諸費用保険金は補償の対象外となります。�

限度額300万円/100万円/不担保�

＊ホームぴたっと家財プランに防犯対策�
費用担保特約を付帯した場合は10万円限度�

―５―




